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売掛債権等を担保とする貸出（ABL：Asset Based Lending）の取組みについて 
 

 

名古屋銀行（頭取 簗瀬 悠紀夫）は、中小企業のお客さまの資金調達手段の拡大等を目的として、動

産・債権担保評価サービスを提供するトゥルーバグループホールディングス株式会社（東京都千代田区）

の売掛債権システム評価サービスを活用した売掛債権担保のスキームを東海地区で初めて導入するこ

とといたしましたのでお知らせします。 

 

【売掛債権担保とは】 

売掛債権担保は企業が保有する売掛債権を担保とする融資手法で、不動産担保や個人保証に過度に依存

しない融資のスキームとして近年注目されています。売掛債権担保の活用はお客さまの資金調達力の拡

大や事業資産の有効活用に繋がります。 

 

【ﾄｩﾙｰﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社（以下 ﾄｩﾙｰﾊﾞ HD）との売掛債権システム評価サービスの概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※ お客さまの通帳等の入金実績をもとに、トゥルーバＨＤが独自の評価手法によって売掛債権の評価額を算出します。 

名古屋銀行は、評価結果に基づき売掛債権担保を活用した融資提案等を行います。 

※ 所定の審査の結果、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、諸条件につきましては個別にご相談 

させていただきます。 

 

 

名古屋銀行は今回のスキーム導入を機に、地域の中小企業のお客さまへの円滑な資金供給の強化に一

層努めてまいります。また、地域経済の発展に向け、お客さまのお役に立てる商品の開発・サービスの

提供に引き続き取組んでまいります。 
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